
ナ
柵
が
収
束
し
た

，
こ
そ
ぅ

財
政
運
営
は
平
時
に
復
帰
せ
よ

２
４
年
度
当
初
予
算
は

化
へ
立
ち
返
る
意
志
が
欠
如

コ
ロ
ナ
禍
直
前
の
２
０
１
９

（令

和
元
）
年
度
末
か
ら
直
近
２３

（令
和

５
）
年
度
末
ま
で
の
４
年
間
で
、

（借
換
債

の
前
倒
し
発
行
を
除

い

た
）
実
勢
国
債
残
高
は
約
２
０
０
兆

円
増
え
た
。
そ
れ
以
前
９
年
間
分
の

増
加
額
に
半
分
以
下
の
年
数
で
達
し

て
お
り
、
結
果
と
し
て
国
債
残
高
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
１
５
９

・
２
％
か
ら

１
８
６

・
７
％
へ
と
２７

ｏ
５
％
パ】
も

上
昇
し
た
。

本
誌
２３
年
５
月
３０
日
号
掲
載
の
拙

稿

「積
み
上
が
っ
た
国
債
残
高

『１

０
０
０
兆
円
』
の
要
因
分
析
と
今
後

の
課
題
」
（以
下
、
前
稿
）
で
解
説

し
て
い
る
と
お
り
、
国
債
残
高
は
特

殊
要
因
を
除
き
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ

ン
ス

（Ｐ
Ｂ
）
の
赤
字
と
利
払
い
費

等
の
合
計
額
だ
け
増
加
す
る
。
こ
れ

に
沿

っ
て
こ
の
４
年
間
２
０
０
兆
円

の
増
加
要
因
を
分
析
す
る
と
、
利
払

い
費
な
ど
は
わ
ず
か
３０
兆
円
強
で
、

残
り
１
７
０
兆
円
弱
が
こ
の
間
の
Ｐ

Ｂ
の
赤
字

の
累
計
で
あ
る

（図
表

１
）。こ

の
Ｐ
Ｂ
赤
字
を
も
た
ら
し
た
要

因
の
過
半
を
占
め
る
の
が
、

２０

（令

財
政
評
論
家米

澤

潤

一

和
２
）
年
度
か
ら
２２

（令
和
４
）
年

度
ま
で
の
３
年
間
の
補
正
追
加
１
４

１
兆
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
図
表

２
の
と
お
り
で
あ
る
。
感
染
拡
大
防

止
や
医
療
体
制
整
備
な
ど
の
直
接
的

コ
ロ
ナ
対
策
費
は
わ
ず
か
１
割
強
の

１４

ｏ
６
兆
円
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

残
り
の
経
費
を
見
れ
ば
、
雇
用
維
持

ｏ
事
業
継
続
と
い
っ
た
経
済
対
策
は

ま
だ
し
も
、

１０
万
円

一
律
給
付
と
い

う
バ
ラ
マ
キ
や
、
感
染
拡
大
防
止
に

逆
行
し
た

「
Ｇ
ｏ

Ｔ
ｏ

×
×
」
を

は
じ
め
と
す
る
飲
食
宿
泊
旅
行
業
者

支
援
や
、
デ
ジ
タ
ル
化

・
防
衛
費
と

い
っ
た
便
乗
、
使
途
不
明
な
地
方
交

付
金
な
ど
で
、
ひ
い
き
目
に
見
て
も

半
分
は
財
政
法
の
補
正
予
算
の
要
件

に
該
当
し
な
い
不
要
不
急
の
補
正
追

加
だ

っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

直
近

撫
一一一一一̈一一一
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こ
の
こ
と
は
、
そ
の
分
だ
け
財
政

を
悪
化
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
対
策
な

ど
時
々
の
旗
印
が
あ
れ
ば
何
で
も
許

さ
れ
る
風
潮
を
常
態
化
さ
せ
、
将
来

に
わ
た

っ
て
安
易
な
財
政
出
動
が
繰

り
返
さ
れ
る
先
例
と
な
る
こ
と
が
何

よ
り
も
恐
ろ
し
い
。
コ
ロ
ナ
禍
が
収

束
し
た
今
こ
そ
、
こ
う
し
た
風
潮
を

払
拭
し
、
財
政
の
現
状
に
対
す
る
危

機
感
と
改
善
に
向
け
た
真
剣
な
努
力

を
復
活
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

２４

（令
和
６
）
年
度
の
財
政
運

営
は
、
平
時

へ
の
復
帰
初
年
度
と
し

て
、
そ
の
第

一
歩
を
踏
み
出
す
か
否

か
の
試
金
石
と

い
え
る
は
ず
だ
。

は
、

２４

（令
和
６
）
年
度
当
初
予
算

は
国
債
発
行
額
が
微
減
、
Ｐ
Ｂ
赤
字

が
１０

ｏ
８
兆
円
か
ら
８

ｏ
８
兆
円

ヘ

と
２
兆
円
減
少
し
て
お
り
、
心
持
ち

改
善
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、
実
は
２３

（令
和
５
）
年
度

歳
出
に
は
防
衛
力
強
化
の
た
め
の
将

来
年
度
支
出
の
財
源
と
な
る

「防
衛

力
強
化
資
金
繰
入
」
が
３

ｏ
４
兆
円

含
ま
れ
て
い
る
。
仮
に
こ
れ
を
考
慮

す
れ
ば
実
質
的
に
は
改
善
に
な

っ
て

い
な
い
。

そ

の
上
、
そ
も
そ
も

２３

（令
和

５
）
年
度
予
算
に
は
コ
ロ
ナ
対
策
の

後
遺
症
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
両
者
の
比
較
で
は
ポ
ス

ト
コ
ロ
ナ
予
算
初
年
度
と
し
て
の
評

価
に
は
適
さ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
コ
ロ
ナ
禍
直
前
、
い
わ
ば
直
近

平
時
に
策
定
さ
れ
た
２０

（令
和
２
）

年
度
当
初
予
算
と
の
比
較
で
分
析
す

る

（図
表
３
）。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
禍

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
４
年
間
の

税
収
は
好
調
で
、
減
税
前
で
８

・
５

兆
円
増
加
し
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
消

〔図表 1〕 コロナ期の財政悪化状況

(出所)財務省資料から筆者作成 (図表 3、 4も 同じ)。

〔図表2〕  2020(令和2)～ 22(令和4)年度の
補正追加141兆円の内訳

(単位

平
時

へ
の
回
帰
σ
兆
償
が

見
え
な
い
２４
年
度
当
初
予
算

差
し
当
た

っ
て
は
、
先
に
成
立
し

た
当
初
予
算
に
つ
い
て
、

い
わ
ば

コ

ロ
ナ
禍
か
ら
の
脱
却
の
第

一
歩
が
踏

み
出
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
評
価
し

て
み
た
い
。

財
務
省
が
公
表
し
て
い
る
２３

（令

和
５
）
年
度
当
初
予
算
と
の
対
比
で

「新型コロナ 3年の日本経済」 (日 本関税協会『貿易
23年 10月 号)

(出所)拙稿
と関税』

〔図表 3〕 2020(令和2)年度と24(令和6)年度の
当初予算対比  (単位 兆円)

1,041.0 199.4841.6

168。 4PB赤字

利払い費その他 31.0

159.20% 186.70% 27.50%

感染拡大防止・医療体制整備など直接的コロナ対策  14。 6

雇用維持・事業継続関係・家賃補助および融資関係  38.9

「Go To× ×」など飲食宿泊旅行業者支援   12.4

10万円一律給付など家計支援と価格補助金的なもの  21.4

国土強靭化・デジタル化・防衛費など便乗・こじつけ 29。4

23.9予備費 0使途不明の地方への交付金

141.0合計

69.6 6.1税収 63.5

(2.4兆 円減税前) 72.0 8.5

6.6 7.5 0。 9税外収入

2.9公債金 32.6 35.4

歳入歳出合計 102.7 112.6 9。9

27.0 3.723.4国債費

9.7 1.3うち利払い費等 8。4

地方交付税等 15.8 17.8 2.0

一般歳出 63.5 67.8 4.3

35。9 37.7 1.9社会保障費

文教科学費 5。5 5.5 ▲0.0

公共事業費 6。9 6.1 ▲0.8

5。3 7.9 2.6防衛費

原油価格および賃上げ
対策の予備費

0.0 1.0 1.0

予備費 0.5 1.0 0。5

9.4 8.6 ▲0.9その他

PB ▲ 9.6 ▲ 8.8 0。8
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％

２９ｏ

２７ｏ

２５ｏ

２３ｏ

２ｌｏ

‐９ｏ

‐７ｏ

‐５ｏ

‐３ｏ

‐ｌｏ
　
　

　

以
下
に
と
ど
ま

っ
た
。
リ
ー

マ

ボ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
お
け
る

財
政
運
営
の
課
題

前
稿
で
詳
し
く
分
析
し
た
と
お
り
、

現
在
の
国
債
残
高
１
０
０
０
兆
円
超

の
発
生
要
因
は
４
割
が
利
払

い
費
な

ど
、
６
割
が
Ｐ
Ｂ
赤
字
の
累
計
に
よ

る
も
の
で
あ
る
ｃ
そ
の
Ｐ
Ｂ
赤
字
累

計
６
０
０
兆
円
を
さ
ら
に
分
解
す
る

と
、
そ
の
６
割
が
当
初
予
算
か
ら
計

上
さ
れ
て
い
る
構
造
的
要
因
、
残
り

４
割
が
年
度
途
中
の
補
正
追
加
な
ど

に
よ
る
臨
時
的
要
因
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
て
平
時
に
戻

っ
た
今
日
、
財
政
の
持
続
可
能
性
を

回
復
し
、
将
来
ま
た
起
こ
り
得
る
リ

ー
マ
ン
シ
ョ
ツ
ク
や
コ
ロ
ナ
禍
に
匹

敵
す
る
よ
う
な
不
測
事
態
や
大
規
模

災
害
に
備
え
、
財
政
の
機
動
力
を
確

保
す
る
た
め
に
財
政
改
善
が
急
務
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
構
造

的
要
因
と
臨
時
的
要
因
の
双
方
に
つ

い
て
改
革
が
必
要
で
あ
る
。

今
年
度
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と

お
り
当
初
予
算
で
の
構
造
的
要
因
の

改
善
に
は
残
念
な
が
ら
見
る
べ
き
も

の
が
な
い
が
、
も
は
や
予
算
は
成
立

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
来
年
度

以
降
の
予
算
に
期
待
す
る
ほ
か
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
２４

（令
和
６
）
年
度

財
政
運
営
の
正
念
場
は
、
年
度
内
の

執
行
や
補
正
予
算
編
成
に
か
か
つ
て

い
る
。
予
算
の
概
算
決
定
を
や
り
直

す
と
い
う
異
例
な
プ
ロ
セ
ス
で
倍
額

の
１
兆
円
に
ま
で
上
積
み
さ
れ
た

一

般
予
備
費
や
、
新
規
の

「原
油
価
格

・
物
価
高
騰
対
策
及
び
賃
上
げ
促
進

環
境
整
備
対
応
予
備
費
」
を
ど
う
使

う
か
な
ど
も
今
後
の
注
目
点
と
な
る
。

平
時
に
戻

っ
た
２４

（令
和
６
）
年

度

こ
そ
、

コ
ロ
ナ
禍

の
時
期

に

（「
や
む
を
得
ず
」
と
い
う
気
持
ち

か
ら
に
し
て
も
）
営
ん
だ
財
政
法
無

視
の

「何
で
も
あ
り
」
の
財
政
運
営

か
ら
完
全
に
脱
却
し
て
、
財
政，
法
の

原
則
に
沿

っ
た
財
政
運
営
に
復
帰
す

べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の

三
つ
を
励
行
し
て
ほ
し
い
。

一
つ
目
は
、
補
正
予
算
を
財
政
法

２９
条
の

「
予
算
策
定
後
の
事
由
に
基

づ
き
特
に
緊
要
と
な

っ
た
経
費
」
に

限
る
と
い
う
原
点
に
立
ち
戻
り
、
災

害
復
旧
等
、
真
に
や
む
を
得
な
い
も

の
に
限
る
こ
と
だ
。
ま
し
て
や
補
正

予
算
で
の
予
備
費
積
み
増
し
な
ど
と

い
う
憲
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
よ
う

な
措
置
を
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

二
つ
目
は
、
税
の
自
然
増
収
や
歳

出
不
用
に
よ
る
剰
余
金
発
生
が
見
込

〔図表4〕 リーマンショック以降の当初予算国債発行額と
国債残高GDP比の推移

螂 国債残高GDP比 (右 目盛)

一,当 初予算国債発行額 (左 目盛 )

４
度

２
年

円兆
５０

４５

４０

３５

３０

２５

２０

１５

１０

５

０

費
税
率
の
８
％
へ
の
引
き
上
げ
が
実

現
し
た
１４

（平
成
２６
）
年
度
以
降
７

年
度
分
の
増
収
を
上
回
る
。
税
外
収

入
の
増
加
額
を
加
え
る
と
９

ｏ
４
兆

円
の
増
収
と
な
っ
た
。

残
念
な
こ
と
に
こ
れ
で
気
が
緩
ん

だ
の
か
、
こ
の
税
収
増
は
財
政
改
善

に
は
回
ら
ず
、
減
税
２

ｏ
４
兆
円
、

歳
出
増
９

ｏ
９
兆
円
に
充
て
ら
れ
た
。

結
果
、
国
債
発
行
額
は
２

ｏ
９
兆
円

増
え
、
Ｐ
Ｂ
の
改
善
は
わ
ず
か
Ｏ

ｏ

８
兆
円
で
、
税
収
等
増
加
分
の
１
割

‐ｏ
　

　

改
革
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
、

社
会
保
障
に
お
け
る
受
益
と
負

担
の
不
均
衡
是
正
、
地
方
交
付

税
等

の
水
準
適
正
化
な
ど
を
課

題
と
し
て
提
起
し
た
。
し
か
し
今
回
、

当
初
予
算
で
の
歳
出
構
造
の
改
革
に

も
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
ま
さ
に

財
政
改
善

へ
の
意
欲
の
欠
如
の
現
れ

で
あ
る
。　
一
方
で
社
会
保
障
と
防
衛

以
外
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
や
、
科
学
技

術
な
ど
の
成
長
の
基
盤
は
横
ば
い
な

い
し
減
少
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
経

済
の
活
力
を
そ
い
で
い
る
か
、
財
政

法
を
無
視
し
た
補
正
予
算
で
の
計
上

が
常
態
化
す
る
な
ど
の
弊
害
が
生
じ

て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。

ン
シ
ョ
ツ
ク
か
ら
回
復
し
た
Ｈ

（平
成
２１
）
年
度
以
降
の
当
初

予
算
で
は
、
国
債
発
行
額
が
１０

年
連
続
で
減
少
を
続
け
、
国
債

残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
も
低
下
は

し
な
い
も
の
の
、
緩
や
か
な
上

昇
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
そ
の

よ
う
に
控
え
め
な
が
ら
財
政
改

善

へ
の
努
力
が
営
々
と
続

い
た

コ
ロ
ナ
以
前

の
路
線

（
図
表

４
）
に
は
復
帰
し
て
い
な

い
と

い
う
こ
と
だ
ｃ

当
初
予
算
で
の
歳
出
構
造
の
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ま
れ
る
場
合
に
は
、
法
律
ど
お
り
特

例
公
債
の
発
行
を
そ
の
分
だ
け
減
額

し
、
剰
余
金
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
摩
擦
的

に
剰
余
金
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ

の
全
額
を
公
債
償
還
財
源
に
充
て
る

べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、
前
述
の
と
お

り
、
当
初
予
算
に
計
上
し
た
そ
れ
ぞ

れ
１
兆
円
の

一
般
予
備
費
と

「原
油

価
格

・
物
価
高
騰
対
策
及
び
賃
上
げ

促
進
環
境
整
備
対
応
予
備
費
」
の
取

り
扱
い
だ
。
こ
れ
ら
の
執
行
に
厳
正

を
期
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

実
現
可
能
な

中
長
期
的
財
政
改
善
計
画
を

さ
ら
に
１
点
ほ
ど
制
度
的
な
観
点

を
追
加
し
て
お
き
た
い
。
１
９
７
５

（昭
和
５０
）
年
度
の
特
例
公
債
依
存

以
降
、
財
政
再
建
な
い
し
財
政
構
造

改
革
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
、
改
善

目
標
が
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
て
は
挫

折
し
て
き
た
。

最
初
は
翌
７６

（昭
和
５１
）
年
５
月
、

三
本
武
夫
内
閣
で
８０

（昭
和
５５
）
年

度
の
特
例
公
債
脱
却
が
う
た
わ
れ
た
。

こ
の
目
標
は
２
度
先
延
ば
し
さ
れ
た

後
、

９０

（平
成
２
）
年
度
に
い
っ
た

ん
実
現
し
た
。
こ
れ
が
史
上
唯

一
の

実
現
で
、
そ
の
後
は
こ
と
ご
と
く
挫

折
の
歴
史
を
た
ど
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、　
一
時
景
気
回
復

が
見
ら
れ
た
橋
本
龍
太
郎
内
閣
時
代

の
９６

（平
成
８
）
年
に
は
、
２
０
０

３

（平
成
１５
）
年
度
の
財
政
赤
字
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
を
Ｅ
Ｕ
基
準
並
み
の
３
％
以

下
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
、
特
例
公

債
脱
却
を
柱
と
す
る
包
括
的
な
財
政

構
造
改
革
法
が
立
案
さ
れ
、
国
会
に

提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
不
幸
な
こ

と
に
そ
の
成
立
は
１
９
９
７

（平
成

９
）
年
Ｈ
月
の
金
融
危
機
直
後
の
１２

月
と
な
り
、
同
法
は

一
度
も
施
行
さ

れ
る
こ
と
な
く
翌
９８

（平
成
１０
）
年

１２
月
に
お
蔵
入
り
と
な

っ
た

（図
表

５
）
。そ

の
後
２
０
０
２

（平
成
１４
）
年

に
は
、
小
泉
純

一
郎
内
閣
が

「経
済

財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基

本
方
針
２
０
０
２
」
で

「
２
０
１
０

年
代
初
頭
に
国

・
地
方
の
Ｐ
Ｂ
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
黒
字
化
を
目
指
す
」
と
提
起

し
た
。
そ
れ
以
来
計
６
回
に
わ
た

っ

て
国

・
地
方
合
計
の
Ｐ
Ｂ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
黒
字
化
目
標
が
掲
げ
ら
れ
た
が
、

す
べ
て
画
餅
に
帰
し
て
い
る
。

現
在
は
７
回
目
の

「経
済
財
政
運

営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
８
」

の
２５
年
黒
字
化
目
標
が
生
き
て
い
る

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

し

か

し
、

２４

（
令

和

６
）
年
度
予
算
の
国
会

提
出
と
同
時
に
内
閣
府

が
公
表
し
た
非
現
実
的

に
楽
観
的
な
前
提
を
置

い
た
中
長
期
財
政
試
算

に
よ

っ
て
す
ら
、
そ
の

実
現
は
見
込
ま
れ
て
い

な

い

（図
表
６
）
。

付
言
す
れ
ば
、
国

・

地
方
の
合
計
Ｐ
Ｂ
が
均

衡
し
て
も
地
方
が
恒
常

的
に
プ
ラ
ス

（１
％
前

後
）
の
た
め
、
国
は
な

お

マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。

地
方
交
付
税
な
ど
の
水

準
適
正
化
が
必
要
な
理

由
の

一
つ
は
こ
の
点
に

あ
る
。

お
蔵
入
り
に
な

っ
た

財
政
構
造
改
革
法
の
よ

う
な
具
体
的
な
改
革
方

策
を
示
さ
な

い
限
り
、

た
だ
の
空
念
仏
を
繰
り

返
す
だ
け
に
終
わ

っ
て

し
ま
う
。
高
校
時
代
の

ド
イ
ツ
人
教
師
か
ら
教

わ

っ
た

「
地
獄

へ
の
道

は
善
意
で
敷
き
詰
め
ら

〔図表5〕

(出所)内 閣府、財務省資料などから筆者作成。

特例公債脱却目標と財政構造改革法の実績

1976(日召禾日51)年 5月 14日

昭和50年 代前期経済計画
三木

1980(昭和55)年度までのできるだけ
早期に特例公債に依存しない財政に復
帰

特例公債
3兆4,732億 円

特例公債
7兆 2,152億 円

大平
1984(昭和59)年度までに特例公債依
存から脱却することを基本的な目標

特例公債
6兆 3,390億 円

特例公債
5兆 3,714億 円

1979(昭和54)年 9月 3日
大平内閣総理大臣所信表明
演説

中曽根
特例公債
6兆 6,765億 円

1990(平成 2)～
93(平成 5)年度
特例公債脱却達成
1994(平成 6)年
度 4兆 L441億円

1983(昭和58)年 8月 12日

1980年 代経済社会の展望と

オ旨金十

1990(昭 和65/平成 2)年 度までに
特例公債依存体質からの脱却と公債依
存度の引き下げ

1997(平 成 9)年
度特例公債
8兆 5,180億 円

1998(平成10)年
6月 5日 改正、同
年12月 18日 停止
同年特例公債
16兆 9,500億 円

1997(平成 9)年 12月 5日
財政構造改革の推進に関す
る特別措置法

橋 本

2003(平 成15)年 度 (改正後=05(平
成17)年 度)ま でに国および地方公共
団体の財政赤字の対 GDP比 100分 の
3以下。2003(平成15)年 度 (改正後
=05(平成17)年 度)ま でに特例公債
脱却
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2002(平成14)年 6月 25日

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2002

小泉
2010年代初頭に国・地方合計の PB
黒字化を目指す。

(2002)

国 ▲4.6%
地方▲

0。8%
計 ▲

5。4%

下欄参照

2006(平成18)年 7月 7日

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2006

小泉

①2011(平 成23)年 度に国・地方合
計のPBを確実に黒字化
② PB黒字化達成後も、債務残高G
DP比の発散を止め、安定的に引き
下げ。

(2006)

国 ▲2.4%
地方+0.8%
計 ▲1.6%

(2011)

国 ▲6.5%
地方+0.2%
計 ▲6.4%

2009(平成21)年 6月 23日

経済財政改革の基本方針2009
麻生

今後10年 以内に国・地方合計の PB
黒字化の確実な達成を目指す。まず
は、 5年 を待たずに国・地方のPB
赤字 (景 気対策によるものを除 く)

の対 GDP比 を少なくとも半減させ
ることを目指す。

(2009)

国 ▲7.7%
地方+0.5%
計 ▲7.3%

(2019)

国 ▲2.9%
地方+0.2%
計 ▲2.6%

2010(平成22)年 6月 22日

財政運営戦略
菅直人

①国・地方および国単独の PBに つ

いて、遅 くとも2015(平 成27)年 度
までにその赤字の対 GDP比 を2010

(平成22)年度の水準から半減、遅 く
とも2020(令 和 2)年 度までに黒字
化を目標。

②2021(令和 3)年 度以降において、

国・地方の公債等残高の対 GDP比
を安定的に低下。

(2010)

国 ▲6.3%
地方+0■ %
計 ▲6.2%

(2020)

国 ▲9.2%
地方+0.1%
計 ▲

9。 1%

2013(平成25)年 8月 8日
当面の財政健全化に向けた取
組等について一中期財政計画

安倍

国・地方 を合 わせた PB赤 字の G
DP比 を2015(平 成27)年 度 まで
に2010(平 成22)年 度に比べ半減。
2020(令和 2)年 度までに黒字化、
その後の債務残高対 GDP比 の安定
的な引き下げを目指す。

(2013)

国 ▲5.8%
地方+0.5%
計 ▲5.3%

(2020)

国 ▲
9。2%

地方+0。 1%
計 ▲9■ %

2015(平成27)年 6月 30日

経済財政運営と改革の基本方
針2015

安倍

国・地方合計のPBを 2020(令和 2)
年度までに黒字化、その後の債務残
高対 GDP比 の安定的な引き下げを
目指す。

(2015)

国 ▲3.4%
地方+0。5%
計 ▲2.9%

(2020)

国 ▲
9。2%

地方+0.1%
計 ▲

9。 1%

安倍

(2025、 試算)

国 ▲1.4%

地方+1.2%
計 ▲

0。2%
※実現可能性薄い

2018(平成30)年 6月 15日

経済財政運営と改革の基本方
針2018

2025(令 和 7)年度の国・地方を合
わせたPB黒字化を目指す。
同時に債務残高対 GDP比 の安定的
な引き下げを目指す

(2018)

国 ▲2.3%
地方+0.4%
計 ▲1.9%

〔図表6〕

(出所)内 閣府資料などから筆者作成。

PB黒字化目標と実績

れ
て
い
る
」
と
い
う
西
洋
の
こ
と
わ

ざ
が
思
い
出
さ
れ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
防
衛
力
強
化
策

や
少
子
化
対
策
の
よ
う
に
、
追
加
的

な
歳
出
増
加
策
を
つ
ま
み
食
い
的
に

策
定
し
、
そ
の
財
源
す
ら
ま
と
も
に

確
保
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
は
財
政

改
善
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
コ
ロ
ナ

禍
の
収
束
後
、
平
時
に
復
帰
し
た
日

本
財
政
の
在
り
方
と
し
て
、
ま
ず
は

現
実
的
な
前
提
の
下
に
実
効
性
の
あ

る
歳
入

・
歳
出
両
面
か
ら
の
具
体
策

を
伴
う
全
体
像
を
策
定
す
べ
き
だ
。

そ
の
上
で
こ
れ
に
沿

っ
て
、
血
の
出

る
よ
う
な
努
力
を
計
画
的
に

一
歩
ず

つ
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
必
要

な
新
規
施
策
は
そ
の
歳
入
歳
出
の
全

体
像
の
中
で
、　
一
体
的
に
織
り
込
む

べ
き
も
の
で
あ
る
。

わ
　
じ
ゅ
ん
い
ち

６３
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
大
蔵
省

一

（現
財
務
省
）
入
省
。
主
計
局
主
計

一

官
、
理
財
局
国
債
課
長
、
同
局
次
長
、一

関
税
局
長
等
を
歴
任
。
退
官
後
日
本

一

銀
行
理
事
、
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
セ

一

ン
タ
ー
理
事
長
、
政
策
研
究
大
学
院

一

大
学
客
員
教
授
等
。
『国
債
膨
張

の

一

戦
後
史
』

（金
融
財
政
事
情
研
究
会
）
一

ほ
か
、
財
政
関
連
著
書
論
文
多
数
。
　
一
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